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新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金の指定金融機関の追加について（通知） 

 

 令和２年３月５日に創設した上記資金の利用拡大を図るため、本資金の指定金融機関を下

記のとおり追加することとしました。 

 つきましては、対象中小企業者へ制度を周知いただきますとともに、経営支援などご対応

方よろしくお願いいたします。 

 

                                       記 

 

１ 改正点 

  「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」の取扱金融機関の追加 

 

  【改正前】 

指定金融機関 株式会社大分銀行、株式会社豊和銀行、大分信用金庫、 

大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、 

株式会社商工組合中央金庫大分支店 

   

 

 【改正後】 

指定金融機関 株式会社大分銀行、株式会社豊和銀行、大分信用金庫、 

大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、 

株式会社商工組合中央金庫大分支店、株式会社伊豫銀行の県内支店 

株式会社福岡銀行の県内支店、 

株式会社西日本シティ銀行の県内支店、 

株式会社肥後銀行の県内支店、株式会社筑邦銀行の県内支店 

 

２  取扱開始時期 

令和２年４月８日（水）から 

 

 

〈担当〉 

経営創造・金融課 

   金融・再生支援班 村上・藤澤 

   TEL 097-506-3226 

 

 

 

 


